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第 1節小学部 

 

第１款 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である児童に対す

る教育を行う特別支援学校 

 

各教科の目標，各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱い

については，小学校学習指導要領第２章に示すものに準ずるものとする。 

指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当たっては，児童の障害の

状態や特性及び心身の発達の段階等を十分考慮するとともに，特に次の事項に

配慮するものとする。 

 

２ 聴覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校 

（１）体験的な活動を通して，学習の基盤となる語句などについて的確な言語

概念の形成を図り，児童の発達に応じた思考力の育成に努めること。 

 

（２）児童の言語発達の程度に応じて，主体的に読書に親しんだり，書いて表

現したりする態度を養うよう工夫すること。 

 

（３）児童の聴覚障害の状態等に応じて，音声，文字，手話，指文字等を適切

に活用して，発表や児童同士の話し合いなどの学習活動を積極的に取り入

れ，的確な意思の相互伝達が行われるよう指導方法を工夫すること。 

 

（４）児童の聴覚障害の状態等に応じて，補聴器や人工内耳等の利用により，

児童の保有する聴覚を最大限に活用し，効果的な学習活動が展開できるよ

うにすること。 

 

（５）児童の言語概念や読み書きの力などに応じて，指導内容を適切に精選し，

基礎的・基本的な事項に重点を置くなど指導を工夫すること。 

 

（６）視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫すると

ともに，コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し，指導の効果を高

めるようにすること。 
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